
                会 議 議 事 録  

 会議の種類�  第 4 回 自治会長会 

 日 時�  令和 3 年 6 月 21・22 日（月・火） 午後 7時～ 場 所 鷺山公民館 2F ホール 

 出 席 者�  水野会長以下執行部・自治会長・相談役 議 長 21 日-鷺山 22 日-正木 
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会長あいさつ 

議題３－1 ～ ３－７ 
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※新型コロナウィルス感染防止対策のため 2 回に分けて開催する！ 

・21 日（月）：鷺山・清洲・古川の 3 地区  議長：古川地区 山内代表理事 

・22 日（火）：正木・緑ヶ丘  の 2 地区  議長：正木地区 堤代表理事 

✱冒頭、笠井副会長から体調の確認と万が一の場合の調査協力についての話あり。 

水野会長あいさつ 

・皆さん今晩は。5 月 9日の団体長会議以降、まん延防止等重点措置により公民館が休館になり会議も書面 

連絡となり、事業も止まっていましたが解除となり今日に至りました。当面防災中心になりますが活動再 

開です。ZOOM 会議も体験しました。では、日程確認含め審議お願いします。 

・古川地区の代表理事交替の紹介 山内康雄さん（西古川自治会長） 

議題 

３－１．自主防災隊結成式・防災訓練について                     （笠井副会長） 

  ●自主防災隊結成・・R3.6.27（日）午前 10 時 00 分 鷺山小学校体育館・・別紙案内状 

   ・大規模災害団員の創設挨拶（消防団 服部分団長）、防災訓練・防災ト－クの説明  （水野会長） 

   ・今年度は「単位自主防災隊長」用のベストを配布する。56 枚、紺色 

   ・7 月に、昨年度も配布した安否確認訓練の説明と避難者カ－ド等を全戸配布する。 

  ●防災訓練・・「自治会長団体長合同会議」資料 P17～P27 を確認ください。 

・R3.7.25（日）午前 8時 00 分 各自治会で開始 

当日の予定 

    8：00 校区一斉に、各自治会で安否確認訓練を開始 

        総括情報が本部へ出発 → 安否確認訓練を終了し、災害救助訓練などを開始 

    9：30 災害救助訓練などを終了 → 6/27 結成式参加者は鷺山小学校体育館へ移動 

    10：00 鷺山小学校体育館で閉会式、各地区で本部への申し送り事項を確認して解散 

       ・心肺蘇生術や AED 操作訓練、消火訓練などの災害救助訓練を単位自治会又は地区で訓練内

容を計画。・・別紙計画書を 7/5（月）までに代表理事経由で笠井副会長に提出。消防署か 

              ら必要な備品を借り受ける。 

       ・距離の確保など感染防止のため、参加者を限定して実施してください。 

       ・感染対策が難しい場合は、例えば単位自治会が管理している備蓄品の現物確認や当日実施

した安否確認訓練への意見交換を屋外で行う等でも結構です。 

    Ｑ．避難訓練、安否確認個人情報の問題ないか？ 児童の参加について？ 

     Ａ．安否確認、記入例を参考にお願いします。児童参加予定ですが。学校と打合せ、詳細追って 

連絡します。 

結成式で全戸配布の文書にて詳細ご説明します。 



    Ｑ．鷺山地区 平田さん 出水時期になります。避難所の運用についての案内は？ 

     Ａ．各戸配布にて案内します。 

３－２．6 月 27 日（日）ごみゼロ運動について                     （山田副会長） 

   ・ゴミが大量になる場合は 6/21（月）までに別紙「実施予定書」を低炭素・資源循環課へ FAX を 

   ・児童生徒の参加はありません。 

   ・マスク着用、距離の確保など感染防止対策をお願いします。 

   Ｑ．雨天対応は？ 

    Ａ．各自治会の判断に 委ねます。 

３－３．日本赤十字 社資拡大運動について・・別紙参照                 （後藤主事） 

    ・災害救助、血液事業など人道的な活動にあてる赤十字活動資金（社資）募集活動を実施 

    ・従来 6 月が実施機関であるが、今年度も 9 月とします。 

     →振込期限を 9/30（土）に延期する。 

     10 月の赤い羽根共同募金と合算して入金しないよう、ご協力をお願いします。 

    ・普通会員：500 円（白色） ・特別会員：1,000 円（黄色） 

    ・表彰対象者：特別会員累計 20，000 円以上。自己/自治会長申告・・9 月末を目途に代表理事経由

で後藤主事まで 

３－４．社会福祉協議会会費納入について・・期限：7 月 16 日（金）までに         （後藤主事） 

    ・納入額：（自治会加入世帯数－1）×200 円 + 1,000 円 （自治会長） 振込手数料負担要 

    ・振込先：十六銀行正木支店 社協鷺山支部 普通口座 No.1311810 

    ✱注意！日赤社資とは振込先が違います。 振込みは ATM でお願いします。 

３－５．「岐阜市民参画賞」表彰対象者の推薦依頼について・・別紙参照          （水野会長） 

    ・表彰の対象となる活動を 5 年以上継続的に取り組んでいる個人・団体 

    ・対象となる活動：ふれあい活動、地域福祉活動、地域貢献活動など 

    ✱推薦候補者あればお願いします。8/1 提出します。 

３－６．岐阜県地域子ども支援賞候補者の推薦依頼について・・別紙参照          （水野会長） 

    ・子どもを対象とした活動（地域の子育て支援・子どもの安全を見守る活動）を継続して、3 年以

上、現在も活動している個人・団体（職務の方は除外） 

３－７．その他 

    ①金婚祝い該当者の調査について                       （後藤主事） 

     ・6 月自治会長会で代表理事に提出。 

    ②雑がみ集めてグランプリ 6～8 月に実施                  （山田副会長） 

     ・資源分別回収において、雑がみを積極的に出して頂くよう呼びかけをお願いします。 

     ✱従来は秋に開催していました。6月は環境月間です。 

    ③更新に伴う災害用備蓄食料等の配布について                （笠井副会長） 

     ・小中学校に備蓄している食料や飲料水のうち保管期限に近づいた物を 7/25 に配布 

    ④オンライン会議システム「ＺＯＯＭ」の導入について        （川島鷺山地区代表理事） 

     ・別紙により説明あり。 

    ⑤山田副会長よりリチウム電池の処理について、ごみ収集時に発火している、啓発の回覧がありま

す。お願いします。 

 



    意見 正木地区 川島さん 連合会会費の件で内規があるとの事ですが頂けませんか？ 

Ａ．了解しました。 

 

※７月自治会長会議 19 日（月）：鷺山・清洲・古川の 3地区 

          20 日（火）：正木・緑ヶ丘  の 2 地区 

 配布資料 

  ・防災訓練関連 ・ごみゼロ運動実施予定書 ・日赤社資関連 

  ・市民参画賞、岐阜県地域子ども支援賞関連 

 

以上 

会議終了 ２０時００分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


